
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法（跡地利用特措法）の概要

※ 平成24年４月、旧返還特措法について、旧沖縄振興特措法第7章の跡地に関する規定を統合した上で 内容を拡充し、題名を改正。平成27年３月、特定駐留
軍用地跡地指定制度を創設。令和４年４月、法期限を令和14年３月31日まで10年延長の上、段階的返還の場合に拠点返還地指定要件を緩和する特例を創設。

土壌汚染・不発弾等の支障除去措置
◇日米合同委員会の返還合意後、国は返還実施計画を定め、返還後、当該計画に基づき土地所

有者へ引き渡す前に、跡地を利用する上での支障を除去（駐留軍の行為に起因するものに限らず）

駐留軍用地への立入りのあっせん
◇日米安全保障協議委員会等の返還合意後、知事・市町村長から調査・測量の実施の

あっせん申請を受けた場合、国はあっせんを実施（義務）

返還後の計画的な開発整備に向けた公共用地の先行取得
◇日米安全保障協議委員会等の返還合意後、内閣総理大臣が「特定駐留軍用地」を指定

（要件：5ha以上、公有地割合20%未満等）

◇県・市町村が返還後に実施を予定する「特定事業の見通し」を策定

◇土地（200㎡以上（条例等で下限なく引下げ可））の譲渡の届出、買取り希望の申出に基づき、

県・市町村が地権者と買取り協議 ※ 譲渡所得について5,000万円の特別控除

◇ 返還された場合は指定を解除。ただし、返還後も公有地の拡大が必要と認められるときは、
「特定駐留軍用地跡地」として指定し、同様の買取りの仕組みを準用

広域的な見地から拠点となる返還地の指定と、国が実施すべき事項の策定
◇日米合同委員会の返還合意後（※）、内閣総理大臣が「拠点返還地」を指定

※段階的返還の場合に、日米合同委員会で返還が合意されていない区域を含めて指定できる特例あり

◇ 200ha以上の拠点返還地：「国の取組方針」として国が実施すべき事項を策定
200ha未満の拠点返還地：跡地利用推進協議会における協議により国の取組方針を策定可

跡地利用の推進に関する施策について「駐留軍用地跡地利用推進協議会」で協議
◇沖縄担当大臣、外務大臣、防衛大臣、沖縄県知事、関係市町村の長等で組織
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所有者の負担軽減のための給付金の支給

賃借料 補償金 給付金 特定給付金
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基準日の前日までに土地区画整理事業の認可等がな
された場合、土地の使用又は収益が可能と見込まれる
時期を勘案して、政令で定める期間を限度として支給
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